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r7物価_3_2 r7物価_3_1

383,180               383,180                             

377,080               64,030                               

24,528                64,330                               

-                       -                                     

248,720                             

-                                     

-                       55,980                               

-                       433,060                             

55,980                8,690                                

-                       5,521                                

-                       -                                     事業数 16 基金事業数 0 R6補正_推奨 -             

18,645                               最終事業NO 19 R6補正_低 457,588     

383,180               5,142                                
”交付金が活用されて

いる旨の明記のみの

変更”を除いた数
9 R7予備_推奨 -             

377,080               
"うち交付対象経費の

みの変更"を除いた変

更事業数
9

R7補正_特別

加算以外 334,367     

55,980                　（うち給付金事業数） 1

24,528                -                                     

-                       -                                     

840,768               -                                     

-                                     

-                       -               854,238                             -                      

総務省

Ａ

Ｂ１ Ｂ３ Ｂ４ Ｂ５

交付対象経費

国のR6補正予算分

（交付限度額①）

（推奨事業メニュー分）

国のR6補正予算分

（交付限度額②）

（令和６年度低所得世帯支

援枠等分）

給付費

国のR6補正予算分

（交付限度額③）

（令和６年度低所得世帯支

援枠等分）

事務費

国のR6補正予算分

（交付限度額④）

（給付支援サービス分）

国のR7予備費分

（交付限度額⑤）

（推奨事業メニュー分）

国のR7補正予算分

（交付限度額⑥）

（推奨事業メニュー分）

その他

（一般財源や補助対

象外経費等）

総事業費に係る

事務費

合計  2,675,636  2,463,076  383,180  433,060  24,528  -  64,664  1,557,644 212,560 

令和6年度住民税均等割非課税世帯（3

万円）

＋こども加算（2 万円）

＋不足額給付

（令和６年度低所得世帯支援枠等）

1 R6_補正 低所得 ○ ○ ○

令和７年度住民税非課税世

帯に対する支援給付及び定

額減税不足額給付事業費

【物価高騰対策給付金】

Ⅱ．物価高の克服 ○ －  457,588  457,588  -  433,060  24,528  -  -

①物価高が続く中で低所得世帯への支援を行うことで、低

所得の方々の生活を維持する。

②低所得世帯への給付金及び事務費

③R6,R7の累計給付金額

令和６年度住民税均等割非課税世帯　13,179世帯×30千

円、子ども加算　1,749人×20千円、、定額減税を補足する

給付（うち不足額給付）の対象者　23,113人　(451,850千

円）　　のうちR7計画分

事務費　24,528千円

事務費の内容　　[需用費（事務用品等）　役務費（郵送料

等）　業務委託料　使用料及び賃借料　人件費　として支

出]

④低所得世帯等の給付対象世帯数（13,179世帯）、定額減

税を補足する給付（うち不足額給付）の対象者数（23,113

人）

－ ○ － R7.1 R8.1
対象世帯に対して令和7年8月までに支

給を開始する
⑤ HPにて明記済みあるいは予定

対象分野に関連

しない
ホームページ R6補正（地）

（デジタル庁）

給付支援サービス

（R6補正）

2  -  -

令和６年度低所得世帯支援枠等関連の

給付費

（家計急変への横出し等・R6補正）

3  -  -

事務費

（上乗せ・横出し）
4  -  -

R7補正推奨事業メニューのうち

食料品の物価高騰に対する特別加算

（ 市区町村のみ記載）

5 R 7 _補正 推奨事業 ○ ○ ○
市民応援商品券事業（物価

高対応分）

Ⅰ．生活の安全保

障・物価高への対

応

○

①食料品の

物価高騰に

対する特別

加算

④消費下支

え等を通じた

生活者支援

 1,270,152  1,223,277  1,223,277  46,875  143,872

①物価高の影響を受けている市民を応援するため、市内

店舗で章食料品や日用品等の購入に使用できる商品券

を配布し、市民の生活を支援するもの。

②市民への商品券及び事務費

③商品券　1,126,280,千円

－ － － R8.2 R8.2 R8.3 唐津市民の負担軽減額1,126,280千円 ② HP、広報誌にて明記済みあるいは予定 商品券 商品券に使用期限を設ける ホームページ、広報誌等 R7補正（地）

市区町村でR7補正①の事業について複数計画している場合

は、１つをNo.５に記入の上それ以外はNo.６以降に記入しL列

で当該推奨事業メニューを選択してください。

都道府県でR7補正①の事業を計画している場合は、NO.6以降

に記入しL列で当該推奨事業メニューを選択してください。

6 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○
私立保育所等給食食材費物

価高騰対策事業
Ⅱ．物価高の克服 ○

②エネル

ギー・食料品

価格等の物

価高騰に伴う

子育て世帯

支援

 51,995  24,731  24,731  27,264

①食料品等の物価高騰の影響を受けている私立保育所

等に対し、補助金を交付するもの

②令和7年度の高騰した分の給食原材料購入費（給食原

材料費から給食費収入を減じた額）に対する補助金（教職

員分を除く）

➂対象施設：44施設

補助金51,995千円（県補助金27,264千円充当）

27,000円×対象児童数1,712人（副食のみ提供の場合は

16,000円×対象児童数2,380人）

A:令和2年度の標準的な給食費7,500円/月

B:令和2年度の標準的な給食費4,500円/月（副食のみ提

供）

C：令和2年度からの物価上昇率31.0％

A×C×12月-A×12月≒27,000円（千円未満切り捨て）

B×C×12月-B×12月≒16,000円（千円未満切り捨て）

　補助金の額は②で算出した額と➂で算出した額のどちら

か低い方

④市内の私立保育所、認定こども園、地域型保育事業所

に通う児童の保護者

－ － － R7.4 R8.3 私立保育所等45施設に対し支援を行う ⑤ HPにて明記済みあるいは予定
保育所・幼稚園・

認定こども園等
HP R7補正（地）

7 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○
公立保育所給食食材費物価

高騰対策事業
Ⅱ．物価高の克服 ○

②エネル

ギー・食料品

価格等の物

価高騰に伴う

子育て世帯

支援

 1,086  1,086  1,086  -

①食料品等の物価高騰が続く中、公立保育所の給食費の

保護者負担を抑え給食の質や量を維持するため、賄材料

費を追加するもの

②令和7年度の高騰した分の給食材料購入費に充当（教

職員分を除く）

➂3歳未満児（27,000円×22人＝594,000円）、3歳以上児

（16,000円×28人＝448,000円）、誰でも通園（27,000円×

2/25×20人＝43,200円）

※「誰でも通園」については月2回までの利用であるため、

日曜日を除く月平均開園日25日のうちの2日利用したもの

として積算

④市立保育所に通う児童の保護者

－ － － R7.4 R8.3
市立保育所2施設における賄材料費を

追加する
⑤ HPにて明記済みあるいは予定

保育所・幼稚園・

認定こども園等
HP R7補正（地）

8 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○
加唐島保育所給食費負担軽

減事業
Ⅱ．物価高の克服 ○

②エネル

ギー・食料品

価格等の物

価高騰に伴う

子育て世帯

支援

 380  30  30  350

①食料品等の物価高騰が続く中、給食費の値上げ分を市

が負担することで、保護者負担を抑え給食の質や量を維

持するもの

②給食費値上げ分に対する負担金（教職員分を除く）

➂加唐島保育所児童5名

　月額4,500円→5,350円（850円値上げ）

　値上げ分850円×5人×7月（R7.9月分～R8.3月分）＝

29,750円

－ － － R7.9 R8.3
保育所に通所している児童5人の保護

者を支援する
⑤ HPにて明記済みあるいは予定

保育所・幼稚園・

認定こども園等
HP R7補正（地）

9 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○
燃油高騰対策施設園芸営農

継続支援金
Ⅱ．物価高の克服 ○

⑥農林水産

業における

物価高騰対

策支援

 73,721  73,721  73,721  -

①長引く燃油価格高騰の影響を受ける農業者の負担感

を軽減して、営農継続の後押しを行い、営農継続による

園芸責任産地としての維持を図るもの

②ハウス加温栽培において使用するＡ重油、灯油及びＬＰ

ガスの購入費

➂令和６年１０月から令和７年３月までにおいてハウス加温

機に使用するため購入した燃油購入量に７円を乗じた額

（対象者ごとに千円未満切り捨て）

　補助単価7円の算定根拠

　　ＪＡからつにおける燃油販売価格より算定

　Ａ重油　119円（R7.1販売単価）－ 94.8円（R1～R5年度平

均単価）＝24.2円

　灯油　　137円（R7.1販売単価）－112.7円（R1～R5年度平

均単価）＝24.3円

　ＬＰガス418円（R7.1販売単価）－377.9円（R1～R5年度平

均単価）＝40.1円

　（24.2円+24.3円+40.1円）/3＝29円（円未満切り捨て）

　29円×1/2（セーフティネットによる国の補填額）×1/2（補

助率）≒７円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　（円未満切捨

て）

　　10,555,782（㍑、㎏、㎥）×7円≒73,721,000円

　　　　補助対象者ごとに千円未満切り捨てのため

④市内に住所を有している農業者等　429名

－ ○ － R7.8 R8.3
市内に住所を有する農業者等429名に

対し支援を行う
⑤ HPにて明記済みあるいは予定

施設園芸・茶事業

者
HP R7補正（地）

10 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○
飼料価格高騰緊急対策事業

支援金
Ⅱ．物価高の克服 ○

⑥農林水産

業における

物価高騰対

策支援

 91,158  91,158  91,158  -

①飼料価格の高騰により生産コストが増大し営農継続の

危機にある畜産農家の負担軽減を図るもの

②令和6年度中の配合飼料及び粗飼料の購入費

③・配合飼料価格高騰対策支援　72,528,360円

　　対象数量　令和6年度配合飼料価格安定制度契約数量

または購入数量　72,528.36t

　　補助単価　1,000円/t

　　　｛88,000円/t（R6平均価格）-84,000円/t（直近2年半の

平均価格）

　　　　　-750円/t（JA支援分）-1,250円/t（県支援分）｝×

1/2

　・粗飼料価格高騰対策支援　18,629,000円

　　対象数量　乳用牛167頭、繫殖母牛3,492等（令和7年3

月末現在飼養頭数）

　　補助単価　乳用牛7,000円/頭

　　　　　　　　　　　｛155,000円/頭（R7推計給餌量）-128,000

円/頭（R6平均

　　　　　　　　　　　　　年間給餌量）-13,000円/頭（県支援

分）｝×1/2

　　　　　　　　　繁殖母牛5,000円/頭

　　　　　　　　　　　給餌量の割合により乳用牛の77％で計算

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（千円未満切り捨

て）

④・配合飼料価格高騰対策支援

　　　令和6年度に配合飼料価格安定制度に加入した市内

の畜産農家

－ ○ － R7.8 R8.3

配合飼料価格安定制度に加入した市内

の畜産農家159戸及並びに市内の酪農

家及び肉用牛繁殖農家128戸に対し支

援を行う

⑤ HPにて明記済みあるいは予定
農林水産・食品分

野
HP R7補正（地）

11 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○
燃油高騰対策漁業経営継続

支援金
Ⅱ．物価高の克服 ○

⑥農林水産

業における

物価高騰対

策支援

 15,414  15,414  15,414  -

①燃油価格の高騰の影響を受けている漁業者の負担軽

減を図るため補助するもの

②燃油購入費用及び事務費

➂

・燃油購入費用

　　令和6年4月1日から令和7年3月31日までの燃油購入量

に7円を乗じた額

　　7円の算定根拠

　　　佐賀玄海漁協における燃油販売価格（税抜き）により

算定

　　　Ａ重油：121円（R7.1販売単価）－92円（R1～5年度の

平均単価）＝29円

　　　軽　油：128円（R7.1販売単価）－99円（R1～5年度の平

均単価）＝29円

　　　29円×1/2（セーフティーネットによる国の補填額）×

1/2（補助率）≒7円

　　2,192,288ℓ　15,345,914円

・事務に係る費用

　　337件×200円＝67,400円

④市内の漁業協同組合（正組合員、准組合員）に加入して

いる漁業者　337名

－ ○ － R7.8 R8.3
市内の漁協協同組合の正組合員、准組

合員である漁業者337名に対し支援を

行う

⑤ HPにて明記済みあるいは予定
農林水産・食品分

野
HP R7補正（地）

12 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○
学校給食費無償化事業（R6

補正分）
Ⅱ．物価高の克服 ○

②エネル

ギー・食料品

価格等の物

価高騰に伴う

子育て世帯

支援

 204,752  177,040  177,040  27,712

①物価高騰の影響を受ける子育て世帯の経済的負担を

軽減するため、令和7年9月から令和8年3月までの学校給

食費を免除するもの

②市内小中学校に在籍する児童生徒の令和7年9月から

令和7年12月までの学校給食食材購入費に充当（教職員

除く）

➂小学校児童　5,350円×4月×6,069人＝129,876,600円

　中学校生徒　6,250円×4月×2,995人＝74,875,000円

　合計　204,751,600円

　204,751,600円-177,040,000円＝27,712円（一般財源）

④市立小中学校に通う児童生徒の保護者

－ － － R7.9 R8.3
市内小中学校に通う児童生徒9,064人の

保護者に対し支援を行う
⑤ HPにて明記済みあるいは予定 給食 HP R7補正（地）

13 R7_予備 推奨事業 ○ ○ ○
学校給食費無償化事業（R7

予備分）
米国関税措置 ○

②エネル

ギー・食料品

価格等の物

価高騰に伴う

子育て世帯

支援

 153,384  43,025  43,025  110,359

①物価高騰の影響を受ける子育て世帯の経済的負担を

軽減するため、令和7年9月から令和8年3月までの学校給

食費を免除するもの

②市内小中学校に在籍する児童生徒の令和8年1月から

令和8年3月までの学校給食食材購入費に充当（教職員除

く）

➂小学校児童　5,350円×3月×6,069人＝97,407,450円

　中学校生徒　6,250円×3月×2,995人＝56,156,250円

　合計　153,563,700円

　153,563,700円-43,025,000円＝110,538,700円（一般財

源）

－ － － R7.9 R8.3
市内小中学校に通う児童生徒9,064人の

保護者に対し支援を行う
⑤ HPにて明記済みあるいは予定 給食 HP R7補正（地）

エラ ー（推奨

本省繰越希

望額未入力）

                                   2,463,076

国のR6補正分（給付支援サービス分）

交付限度額④　（令和７年７月通知分）

備考3

商品券等を活用した事業を行う場合、Q＆A等

ふまえた対応について記載

小計　交付限度額④

国のR6補正分（給付支援サービス分）

交付限度額④　（令和６年度本省繰越分）

(重点支援地方交付金の追加を踏まえた各省庁の通

知の発出状況に定義されている対象分野)

国のR6補正分（給付支援サービス分）

交付限度額④　（令和７年12月通知分）

備考4

実施状況の公表等について

（HP、広報紙など）

基金 事業始期 事業終期
成果目標（可能な限り定量的指標を設

定）

1,557,644             

支援開始時期

国のR6補正等（令和６年度低所得世帯支援枠等分）

事務費　交付限度額③　（今回追加分）

小計　交付限度額③

エラ ー（臨時名称選

択漏れ）

エラ ー（事業

名称入力漏

れ）

推奨事業メニューの本省繰越希望額の調整欄

移替先

　

【

Ｒ

６

経

済

対

策

等

】
差

押

禁

止

法

の

対

象

範

囲

　

※

事

務

連

絡

参

照

-                                              

事業の概要(①②③④を必ずそれぞれの項目毎に明記)

①目的・効果

②交付金を充当する経費内容

③積算根拠（対象数、単価等）

④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

Ｂ２

都道府県・市町村コード（５桁）

令和７年度既配分額

国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）

給付費　交付限度額②

令和７年３月17日事務連絡に基づく追加分にかかる交付対象経費

※事務連絡は該当団体のみに通知

今回配分予定額

国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）

事務費　交付限度額③

国のR7予備費分（推奨事業メニュー分）　交付限度額⑤

にかかる交付対象経費

国のR 7 補正分（推奨事業メニュー分）　交付限度額⑥

にかかる交付対象経費
1,557,644                                    

配分予定額計

国のR6補正予算分（推奨事業メニュー分）

交付限度額①

Ｎｏ

今回配分予定額

国のR6補正予算分（推奨事業メニュー分）

交付限度額①

国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）

事務費　交付限度額③にかかる交付対象経費

-                                              

臨時の措置であ

ることが分かる

事業名称として

いる

Ｂ
※参考

国

の

予

算

年

度

（単位：千円）

24,528                                       

zaisei@city.karatsu.lg.jp

令和７年度既配分額

国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）

事務費　交付限度額③

令和７年度既配分額

国のR6補正予算分（給付支援サービス分）

交付限度額④

今回配分予定額

国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）

給付費　交付限度額②

今回配分予定額

国のR6補正等予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）

給付費　交付限度額②

今回配分予定額

国のR6補正予算分（給付支援サービス分）

交付限度額④

64,664                
令和７年度既配分額

国のR6補正予算分（推奨事業メニュー分）

交付限度額①

交付対象経費(地方単独事業費)

（R7経済対策分）

64,664                                       

交付対象経費(地方単独事業費)

（その他）

令和７年度既配分額

国のR7予備費分（推奨事業メニュー分）

交付限度額⑤

令和７年度既配分額

国のR7補正分（推奨事業メニュー分）

交付限度額⑥

今回配分予定額

国のR7予備費分（推奨事業メニュー分）

交付限度額⑤

特定事業者等

支援

個人を対象と

した給付金等

エラ ー（枠選

択漏れ）
自治体利用欄自治体での予算区分

自治体利用

欄

エラ ー（予算

年度選択漏

れ）

国の重点支援地方交付金が活用されている旨

の明記

備考1のサブカテゴリ―

M～O列を記入している場合のみ
【R7補正のみ】

備考2

「農林水産・食品分

野」「中小企業・小

規模事業者の賃上げ

環境整備」における

細分化項目

エラ ー（効果

直接選択漏

れ）

※記載は不要

備考5

備考1

(重点支援地方交

付金の追加を踏

まえた各省庁の

通知の発出状況

に定義されてい

る対象分野)

エネルギー・

食料品価格等

の物価高騰の

影響を受けた

生活者等に対

して事業の効

果が直接及ぶ

国のR6補正予算分（給付支援サービス分）　交付限度額④

にかかる交付対象経費

R7経済対策等にかかる本省繰越希望額記載欄

【調整後】本省繰越希望額

（R7補正により措置された推奨事業メニュー分　交付限度額⑥に係る希望額）

（交付限度額⑥を上限とする）

-                                   

※【調整前】今回配分予定額

推奨事業メニュー（R7補正）交付限度額⑥

※【調整前】本省繰越額

国のR7補正予算分（推奨事業メニュー分）交付限度額⑥

本省繰越の追加希望額　手動入力分

（調整用）
-                                            

-                                            

1,557,644                                  

令和７年３月17日事務連絡に基づく追加分　交付限度額

※事務連絡は該当団体のみに通知
-                                            

交付限度額計 2,476,546                                  

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）

事務費　交付限度額③　（令和７年７月18日通知分）

1,557,644             

1,557,644             

小計　交付限度額（R6経済対策分）

37,998                               

Ｃ

配分予定額計

国のR6補正等予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）

給付費　交付限度額②

配分予定額計

国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）

事務費　交付限度額③

配分予定額計

国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）

給付費　交付限度額②

配分予定額計

国のR7補正分（推奨事業メニュー分）

交付限度額⑥

小計　配分予定額計

（R7経済対策分）

交付対象経費(地方単独事業費)

（R6経済対策分）

推奨事業メニュー

※R7補正推奨事業メニュー①について、②～④に

も関連する場合は、M～O列に追加で選択してくださ

い。

【調整後】今回配分予定額

国のR7補正分（推奨事業メニュー分）

交付限度額⑥

交付対象経費(地方単独事業費)

（R7予備費分）

配分予定額計

小計　配分予定額計

（R6経済対策分）

配分予定額計

国のR7予備費分（推奨事業メニュー分）

交付限度額⑤

小計　配分予定額計

（R7予備費分）

エラ ー（交付

限度額記載

不備）

都道府県区分

令和７年３月17日事務連絡に基づく追加分 配分予定額計

※事務連絡は該当団体のみに通知

64,664                

配分予定額計

国のR6補正予算分（給付支援サービス分）

交付限度額④

エラ ー（既配

分額記載不

備）

エラ ー（自治

体名記載不

備）

エラ ー（担当

者・連絡先記

載不備）

-                       

国のR7予備費分（推奨事業メニュー分）

交付限度額⑤　（令和7年5月27日通知分）
64,664                                      

小計　交付限度額（R7予備費分） 64,664                                      

国のR7補正分（推奨事業メニュー分）

交付限度額⑥　（令和7年12月１６日通知分）
1,557,644                                  

（うち、食料品の物価高騰に対する特別加算分） 498,917                                    

小計　交付限度額（R7経済対策分） 1,557,644                                  

地方公共団体名（コード有り）

電話番号

メールアドレス

国のR6補正等分（令和６年度低所得世帯支援枠等

分）

給付費　交付限度額②　（今回追加分）

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）

事務費　交付限度額③　（令和6年度本省繰越分）

小計　交付限度額②

国のR6補正分（推奨事業メニュー分）

交付限度額①　（令和6年度本省繰越分）

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）

給付費　交付限度額②　（令和6年度本省繰越分）

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）

給付費　交付限度額②　（令和７年７月18日通知分）

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）

給付費　交付限度額②　（令和７年8月調査での追加分）

※該当団体のみ

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）

給付費　交付限度額②　（今回追加分）

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）

給付費　交付限度額②　（令和７年12月２日通知分）
担当者氏名 藤松　美和子

国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）

給付費　交付限度額②にかかる交付対象経費
433,060                                      

令和７年度　物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金実施計画

対象外経費

に臨時交付

金を充当し

ていない

枠

総合政策部財政課担当部局課名 383,180                                      

41202

【41_佐賀県】

41202_佐賀県唐津市

国のR6補正予算分（推奨事業メニュー分）　交付限度額①

にかかる交付対象経費

0955-72-9160

地

方

単

独

事

業

「推奨事業メニュー例よりも更に効

果があると判断する地方単独事業」

を選択した場合の、より効果がある

と考える理由

交付対象事業の名称
経済対策等との関

係 総事業費

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）

事務費　交付限度額③　（令和７年8月調査での追加分）

※該当団体のみ

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）

事務費　交付限度額③　（令和７年12月２日通知分）

-                       

エラ ー（交付対象経

費<既配分額）

エラ ー（交付

限度額<既

配分額）

64,664                
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Ａ

Ｂ１ Ｂ３ Ｂ４ Ｂ５

交付対象経費

国のR6補正予算分

（交付限度額①）

（推奨事業メニュー分）

国のR6補正予算分

（交付限度額②）

（令和６年度低所得世帯支

援枠等分）

給付費

国のR6補正予算分

（交付限度額③）

（令和６年度低所得世帯支

援枠等分）

事務費

国のR6補正予算分

（交付限度額④）

（給付支援サービス分）

国のR7予備費分

（交付限度額⑤）

（推奨事業メニュー分）

国のR7補正予算分

（交付限度額⑥）

（推奨事業メニュー分）

その他

（一般財源や補助対

象外経費等）

総事業費に係る

事務費

備考3

商品券等を活用した事業を行う場合、Q＆A等

ふまえた対応について記載(重点支援地方交付金の追加を踏まえた各省庁の通

知の発出状況に定義されている対象分野)

備考4

実施状況の公表等について

（HP、広報紙など）

基金 事業始期 事業終期
成果目標（可能な限り定量的指標を設

定）
支援開始時期

エラ ー（臨時名称選

択漏れ）

エラ ー（事業

名称入力漏

れ）

事業の概要(①②③④を必ずそれぞれの項目毎に明記)

①目的・効果

②交付金を充当する経費内容

③積算根拠（対象数、単価等）

④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

Ｂ２

Ｎｏ

臨時の措置であ

ることが分かる

事業名称として

いる

Ｂ
※参考

国

の

予

算

年

度

特定事業者等

支援

個人を対象と

した給付金等

エラ ー（枠選

択漏れ）
自治体利用欄自治体での予算区分

自治体利用

欄

エラ ー（予算

年度選択漏

れ）

国の重点支援地方交付金が活用されている旨

の明記

備考1のサブカテゴリ―

M～O列を記入している場合のみ
【R7補正のみ】

備考2

「農林水産・食品分

野」「中小企業・小

規模事業者の賃上げ

環境整備」における

細分化項目

エラ ー（効果

直接選択漏

れ）

備考5

備考1

(重点支援地方交

付金の追加を踏

まえた各省庁の

通知の発出状況

に定義されてい

る対象分野)

エネルギー・

食料品価格等

の物価高騰の

影響を受けた

生活者等に対

して事業の効

果が直接及ぶ

Ｃ

推奨事業メニュー

※R7補正推奨事業メニュー①について、②～④に

も関連する場合は、M～O列に追加で選択してくださ

い。

対象外経費

に臨時交付

金を充当し

ていない

枠

地

方

単

独

事

業

「推奨事業メニュー例よりも更に効

果があると判断する地方単独事業」

を選択した場合の、より効果がある

と考える理由

交付対象事業の名称
経済対策等との関

係 総事業費

88 
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14 R7_予備 推奨事業 ○ ○ ○ 漁業用燃油削減対策支援金 米国関税措置 ○

⑥農林水産

業における

物価高騰対

策支援

 21,639  21,639  21,639  -

①燃油等価格の高騰に伴う漁業経営上の負担軽減を図

るため補助するもの。

②船舶の燃費向上につながるエンジンメンテナンスに必

要な経費及び事務費

③(1)漁業者への助成に要する経費

　　　・5トン未満の漁船

　　　　30,000円×519経営体＝15,570,000円

　　　・5トン以上10トン未満の船舶

　　　　70,000円×61経営体＝4,270,000円

　　　・10トン以上の船舶

　　　　120,000円×14経営体＝1,680,000円

　　　・合計　　　　　　　　21,520,000円

　(2)事務に要する経費

　　　　594件×200円＝　　　　118,800円

④市内の漁業協同組合（正組合員、准組合員）に加入して

いる漁業者　594名

－ ○ － R8.1 R8.3
市内の漁協協同組合の正組合員、准組

合員である漁業者594名に対し支援を

行う

⑤ HPにて明記済みあるいは予定
農林水産・食品分

野
HP R7補正（地）

15 R 7 _補正 推奨事業 ○ ○ ○ 水道料金減免事業

Ⅰ．生活の安全保

障・物価高への対

応

○

④消費下支

え等を通じた

生活者支援

 164,485  164,485  164,485  -  550

①物価高騰の影響を受けている家庭や事業者に対し水

道料金の減免を行なうことで、生活者の支援を行なう。

②令和8年2月及び3月検針分上水道料金のうちの基本料

金の減免（官公庁の施設を除く）による減収分並びにシス

テム改修費を補填する水道事業会計繰出金

③水道基本料金　163,935千円

　　令和8年2月分　減免件数：23,714件　減免額：  79,395千

円

　  令和8年3月分　減免件数：25,567件　減免額：  84,540千

円

　　　　　　合計   　　減免件数：49,281件　減免額：163,935千

円

　事務費　システム改修費　550千円

－ － － R8.2 R8.2 R8.3
市内の全ての上水道使用者（官公庁等

の施設を除く）に対し支援を行なう
② HP、広報誌にて明記済みあるいは予定 水道事業者 HP、広報誌等 R7補正（地）

16 R 7 _補正 推奨事業 ○ ○ ○ 下水道料金減免事業

Ⅰ．生活の安全保

障・物価高への対

応

○

④消費下支

え等を通じた

生活者支援

 102,558  102,558  102,558  -  550

①物価高騰の影響を受けている家庭や事業者に対し下

水道使用料の減免を行なうことで、生活者の支援を行な

う。

②令和8年2月及び3月検針分下水道使用料のうちの基本

料金の減免（官公庁の施設を除く）による減収分並びにシ

ステム改修費を補填する下水道事業会計繰出金

③下水道基本料金　102,008千円

　【公共下水道事業】

　　令和8年2月分　減免件数：16,549件　減免額： 39,773千

円

　　令和8年3月分　減免件数：14,950件　減免額： 35,585千

円

　　        小計   　　減免件数：31,499件　減免額： 75,358千

円

　【特定環境保全公共下水道事業】

　　令和8年2月分　減免件数：  3,009件   減免額：   7,228千

円

　　令和8年3月分　減免件数：  1,552件   減免額：   3,752千

円

　　　    小計       　減免件数：  4,561件   減免額： 10,980千

円

　【漁業集落排水事業】

　　令和8年2月分　減免件数：　     5件   減免額：　     9千円

　　令和8年3月分　減免件数：  1,051件   減免額： 2,504千

円

　　　    小計       　減免件数：  1,056件　減免額：  2,513千円

－ － － R8.2 R8.2 R8.3
市内の全ての下水道使用者（官公庁等

の施設を除く42,538件）に対し支援を行

なう

② HP、広報誌にて明記済みあるいは予定 下水道事業者 HP、広報誌等 R7補正（地）

17 R 7 _補正 推奨事業 ○ ○ ○ 簡易水道組合等支援補助金

Ⅰ．生活の安全保

障・物価高への対

応

○

④消費下支

え等を通じた

生活者支援

 477  477  477  -  -

①簡易水道組合等に加入する世帯や事業者を対象とし

て、経済的な負担軽減を図るために水道料金の基本料金

部分を減免する簡易水道組合等に対し補助するもの。

②簡易水道組合等に加入する世帯の令和7年12月～令和

8年1月分基本料金の減免相当額を補助する。ただし、月

額1,623円を上限とする。

③2ヶ月分の10㎥以下の水道料金基本料金　477千円

④簡易水道組合等１６団体（加入世帯（官公庁等の施設を

除く）２６２世帯）

－ － － R8.1 R8.2 R8.3
市内の簡易水道組合等（16組合262世

帯。官公庁等の施設を除く）に対して支

援を行う

② HP、広報誌にて明記済みあるいは予定 水道事業者 HP、広報誌等 R7補正（地）

18 R 7 _補正 推奨事業 ○ ○ ○
飲用井戸水等利用者支援補

助金

Ⅰ．生活の安全保

障・物価高への対

応

○

④消費下支

え等を通じた

生活者支援

 14,304  14,304  14,304  -  4,332

①物価高騰による経済的な負担軽減を図るため飲用井

戸水利用世帯及び事業所に対し水道基本料金相当額を

補助するもの

②飲用井戸水を利用している世帯及び事業所からの申請

により、水道料金基本料金２ヶ月分相当額を補助する。

③２か月分の水道料金の5㎥以下の基本料金相当額2,252

円を補助する。

2,252円×4,428件＝9,971,856円

事務費　4,332千円

　　郵便料　488千円、振込手数料　600千円、委託料2,230

千円

　　会計年度任用職員報酬　1,014千円

④市内に住所を有する飲用井戸水を利用している世帯

－ ○ － R8.1 R8.2 R8.3
市内の飲用井戸のみ利用世帯及び事業

者に対して支援を行う。（4,428件）
② HP、広報誌にて明記済みあるいは予定

対象分野に関連

しない
HP、広報誌等 R7補正（地）

19 R 7 _補正 推奨事業 ○ ○ ○
し尿汲み取り等手数料補助

金

Ⅰ．生活の安全保

障・物価高への対

応

○

④消費下支

え等を通じた

生活者支援

 52,543  52,543  52,543  -  11,844

①下水道が整備されていない、あるいは接続されていな

い世帯や事業所を対象として、物価高騰による経済的な

負担を軽減するため「し尿汲み取り手数料」及び「個人設

置型浄化槽の維持管理に係る費用」を減免する市内のし

尿収集許可業者に対し補助するもの。

②し尿汲み取り手数料及び個人設置型浄化槽の維持管理

に係る費用（官公庁の施設及び市町村設置型浄化槽は除

く）及び事務費

③（1）補助金  40,698,350円

　　　・し尿汲み取り世帯等への支援

　　　　1,705円×2回分×7,484件＝25,520,440円

　　　・個人設置型浄化槽設置者への支援

　　　　1,705円×2回分×4,451件＝15,177,910円

　　　・合計　　　　　　　　11,935件　 40,698,350円

　　　※し尿汲み取り手数料最低料金　1,705円

　（2）事務に要する経費  11,843,003円

　　　・事務手数料　400円×11,935件＝ 4,774,000円

    　・振込手数料　123円×1.1×9業者✕22回分＝26,789

円

　　　・コールセンター運営委託費

　　　　　　　　　　8,257,827円×0.73＝6,028,214円

　　　（対象戸数に応じて飲用井戸水利用者支援金と按分）

　　　・会計年度任用職員給与費（1名分　2月～5ヵ月間雇

用）

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,014,000円

④市内のし尿汲み取り世帯等及び個人浄化槽設置者

－ － － R8.1 R8.2 R8.3
市内のし尿汲み取り世帯等及び個人浄

化槽設置者11,935件に対して支援を行

う

② HP、広報誌にて明記済みあるいは予定 下水道事業者 HP、広報誌等 R7補正（地）


